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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の挙動を検出するセンサと、
　前記センサからの信号に基づき車両の挙動を推測する測位手段と、
　道路データを記憶する道路地図データ記憶手段と、
　前記測位手段から推測結果として送られてくる測位データと前記道路地図データ記憶手
段から読み出した道路データとを照合して車両の現在位置を同定し、該同定状態が、前記
道路データによって示される登録道路上に確定されたマッチング状態、該登録道路上で確
認中であるペンディング状態または該登録道路外に確定されたフリー状態のいずれである
かを表す照合結果データを出力する道路照合手段と、
　前記道路照合手段からの照合結果データがフリー状態を表している区間の前後でマッチ
ング状態にあった登録道路上に登録道路外走行軌跡の検出開始地点および検出終了地点を
設定し、前記測位手段からの測位データに基づく走行軌跡の前記検出開始地点に対応する
始点および前記検出終了地点に対応する終点の座標が前記検出開始地点および前記検出終
了地点の座標に一致するように前記走行軌跡を座標変換し、該座標変換された走行軌跡か
ら登録道路外走行軌跡の座標を検出する検出手段
とを備えたナビゲーション装置。
【請求項２】
　検出手段は、座標変換における走行軌跡の座標移動量、伸縮係数および回転角の各々が
、車両の現在位置の精度、センサの補正精度から推定される所定の範囲内であれば、該座
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標変換された走行軌跡から登録道路外走行軌跡の座標を検出する
　ことを特徴とする請求項１記載のナビゲーション装置。
【請求項３】
　車両の挙動を検出するセンサと、
　前記センサからの信号に基づき車両の挙動を推測する測位手段と、
　道路データを記憶する道路地図データ記憶手段と、
　前記測位手段から推測結果として送られてくる測位データと前記道路地図データ記憶手
段から読み出した道路データとを照合して車両の現在位置を同定し、該同定状態が、前記
道路データによって示される登録道路上に確定されたマッチング状態、該登録道路上で確
認中であるペンディング状態または該登録道路外に確定されたフリー状態のいずれである
かを表す照合結果データを出力する道路照合手段と、
　前記道路照合手段からの照合結果データがフリー状態を表している区間の前後でマッチ
ング状態にあった登録道路上において、フリー状態になる前に車両が登録道路から逸脱し
た可能性がある登録道路上の地点を道路逸脱候補地点として順次記録し、かつ、フリー状
態になった後に車両が登録道路上に復帰した可能性がある登録道路上の地点を道路復帰候
補地点として順次記録し、道路逸脱候補地点と道路復帰候補地点とのすべての組合せに対
応する走行軌跡部分について、各走行軌跡部分の両端が道路逸脱候補地点および道路復帰
候補地点の座標に一致するように座標変換し、座標変換したすべての走行軌跡部分の中で
、該座標変換における走行軌跡部分の座標移動量、伸縮係数および回転角によって表され
る座標変換量が、車両の現在位置の精度、センサの補正精度から推定される所定の範囲内
において最小となる走行軌跡部分に対応する道路逸脱候補地点および道路復帰候補地点を
道路逸脱地点および道路復帰地点と決定し、該決定した道路逸脱地点と道路復帰地点との
間の走行軌跡部分から登録道路外走行軌跡の座標を検出する検出手段
とを備えたナビゲーション装置。
【請求項４】
　検出手段は、道路照合手段からの照合結果データによって示される同定状態がフリー状
態からマッチング状態に変化した後に、走行軌跡の形状との相似性および位置の整合性が
所定距離以上継続して確認できた登録道路上の車両の現在位置の座標に登録道路外走行軌
跡の検出終了地点を設定する
　ことを特徴とする請求項１または請求項２記載のナビゲーション装置。
【請求項５】
　検出手段は、センサからの信号に基づき計算された車両の移動距離とＧＰＳ電波の遮蔽
状態を走行軌跡に関連付けて記録し、ＧＰＳ電波の連続遮蔽区間を通過した直後に走行軌
跡の連続性を、走行軌跡の座標更新量と移動距離を比較することにより確認し、両者に所
定値以上の違いがある場合に走行軌跡が分断されたと判断して、走行軌跡が分断された区
間だけを部分的に座標変換して走行軌跡を１つに繋げ、その後、該走行軌跡が検出開始地
点と検出終了地点との間の登録道路の座標に一致するように走行軌跡全体を座標変換する
　ことを特徴とする請求項１または請求項２記載のナビゲーション装置。
【請求項６】
　検出手段は、道路照合手段からの照合結果データによって示される同定状態がペンディ
ング状態またはマッチング状態のときに車両の現在位置が同定された登録道路の部分を記
録しておき、登録道路と重複しない走行軌跡部分を判断する際に、この記録された登録道
路の部分を登録道路外走行軌跡の検出開始地点から進路前方に辿って道路離脱地点を検出
するとともに検出終了地点から進路後方に辿って道路復帰地点を検出し、この記録された
登録道路の部分を道路離脱地点または道路復帰地点まで辿れない場合は、記録された登録
道路の相似性および位置と走行軌跡とを比較して道路離脱地点および道路復帰地点を検出
し、道路離脱地点と道路復帰地点との間の走行軌跡の座標を登録道路外走行軌跡の座標と
する
　ことを特徴とする請求項１または請求項２記載のナビゲーション装置。
【請求項７】
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　検出手段は、車両が右折または左折した近傍に交差点が存在する場所において、道路照
合手段からの照合結果データによって示される同定状態が、車両の右折または左折挙動に
応じて、マッチング状態からフリー状態に移行し、その後、ペンディング状態を経てマッ
チング状態に戻った場合に、車両の現在位置の精度およびセンサを構成する速度センサの
補正精度から推定される走行軌跡の伸縮係数の範囲内で走行軌跡の座標変換がなされた場
合には、登録道路外走行軌跡の検出を取りやめる
　ことを特徴とする請求項１または請求項２記載のナビゲーション装置。
【請求項８】
　検出手段は、車両が未登録の高速インターチェンジを通過して高速道路から一般道路へ
、または、一般道路から高速道路へ乗り入れたときに、高速インターチェンジを通過した
後の登録道路上を車両が所定距離以上走行しても道路照合手段がペンディング状態を示し
たままである場合は、高速インターチェンジに進入する前の登録道路上における登録道路
外走行軌跡の検出開始地点から検出を開始した走行軌跡とペンディング状態の道路が所定
距離以上にわたって重なる場合または近傍で登録道路が並走している場合は、その登録道
路上に登録道路外走行軌跡の検出終了地点を設定する
　ことを特徴とする請求項１または請求項２記載のナビゲーション装置。
【請求項９】
　検出手段は、登録道路外走行軌跡に進入する前の登録道路上の登録道路外走行軌跡の検
出開始地点から検出を開始した走行軌跡と並走する近傍の登録道路が高速道路と一般道路
の両方にある場合には、走行軌跡の形状との相似性または位置において両者に有意差が確
認できたときに、道路種別に拘らず、走行軌跡の形状との相似性または位置が近い登録道
路上に登録道路外走行軌跡の検出終了地点を設定する
　ことを特徴とする請求項１または請求項２記載のナビゲーション装置。
【請求項１０】
　検出手段は、検出に関するデータを、測位手段および道路照合手段の処理結果と合わせ
て不揮発メモリに保存するとともに、エンジンオン直後の不揮発メモリに登録道路外走行
軌跡の検出中であることを示すデータが記録されていた場合には、検出を再開する
　ことを特徴とする請求項１または請求項２記載のナビゲーション装置。
【請求項１１】
　検出手段は、道路照合手段からの照合結果データによって示される同定状態がマッチン
グ状態からフリー状態に変化する直前の登録道路上の座標から所定距離だけ後方の登録道
路上に登録道路外走行軌跡の検出開始地点を設定する
　ことを特徴とする請求項１または請求項２記載のナビゲーション装置。
【請求項１２】
　検出手段は、道路照合手段からの照合結果データによって示される同定状態がマッチン
グ状態を示している場合に、所定距離分の走行軌跡を座標変換し、該座標変換した後の走
行軌跡が道路幅員内に収まらない場合に、車両の現在位置の座標から所定距離だけ後方の
登録道路上に登録道路外走行軌跡の検出開始地点を設定する
　ことを特徴とする請求項１１記載のナビゲーション装置。
【請求項１３】
　検出手段は、道路逸脱候補地点および道路復帰候補地点毎に道路照合手段からの照合結
果データに基づきマッチング状態が継続している距離を求め、道路逸脱候補地点と道路復
帰候補地点とのすべての組合せに対応する走行軌跡部分の中に、座標変換における走行軌
跡の座標移動量、伸縮係数および回転角の変換量によって表される座標変換量が、道路デ
ータの座標精度、車両の現在位置の精度、およびセンサの補正精度から推定される所定の
範囲内において最小となる走行軌跡部分が複数存在する場合は、前記距離が最も長い走行
軌跡部分に対応する道路逸脱候補地点および道路復帰候補地点を道路逸脱地点および道路
復帰地点とそれぞれ決定する
　ことを特徴とする請求項３記載のナビゲーション装置。
【請求項１４】
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　検出手段は、道路照合手段からの照合結果データが所定距離以上連続してフリー状態を
表す前に記録した道路逸脱候補地点については、その後も前記道路照合手段からの照合結
果データがフリー状態にならずに継続してマッチング状態を表している場合は、道路逸脱
候補地点毎に求めたマッチング状態を継続している距離が所定距離以上になれば、該道路
逸脱候補地点を取消す
　ことを特徴とする請求項１３記載のナビゲーション装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ナビゲーション装置に関し、特に道路データが登録されていない未登録道
路上を車両が走行した際に、車両の走行軌跡から未登録道路の道路データを作成する技術
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、道路地図データに道路データが登録されていない未登録道路を車両が走行した場
合に、その未登録道路の道路データを生成して道路地図データに登録するナビゲーション
装置が知られている。例えば、特許文献１は、オフロードにおける走行軌跡を保存し、後
に走行軌跡を読み出して表示できるようにしたナビゲーション装置およびオフロード走行
時におけるナビゲーション方法を開示している。この特許文献１に開示されたナビゲーシ
ョン装置は、道路データによって示される道路上で車両の現在位置をマップマッチングで
きない区間の走行軌跡に基づいて道路データを自動生成する。また、自動生成された道路
データによって示される道路から道路データが登録されていない未登録道路へ車両が走行
した際に、道路データによって示される道路外で車両の現在位置を同定すると、その地点
を道路の分岐点として、分岐後の走行軌跡に基づいて道路データを自動生成する。
【０００３】
　また、特許文献２は、ナビゲーションシステムなどで用いられる道路地図データを作成
するために適用される道路地図データの作成方法を開示している。この道路地図データ作
成方法は、ユーザが手動設定した、道路地図データ上の位置が既知である第１の地点Ａ（
道路離脱位置）から、道路地図データ上の位置が既知である第２の地点Ｂ（道路復帰位置
）までの未知の経路を走行することにより走行軌跡Ｍを取得し、この走行軌跡Ｍの終点を
第２の地点Ｂに合致させるため第１の地点Ａを中心とする回転操作および拡大縮小操作を
施して車両の走行軌跡Ｍを補正し、この補正された走行軌跡に基づいて道路地図データを
作成する。この道路地図データの作成方法によれば、道路地図データを作成すべき経路に
従って車両を１回移動させるだけで、航空写真の撮影などを待つまでもなく、新設された
道路などの正確な道路地図データを容易に作成することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－３５７４３１号公報
【特許文献２】特開平０６－２０１３９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に開示されているような従来のナビゲーション装置は、以下
の問題点を有する。すなわち、車両は道路上を走行することを前提にして、道路データと
車両の現在位置とを照合するマップマッチングを行うように設計されているため、マッチ
ング状態では道路データによって示される登録道路上から車両の現在位置を外し難く、ま
た、フリー状態（マッチング状態ではない状態）で未登録道路を走行したときに、走行軌
跡の近傍に並走する登録道路があると、その登録道路上に車両の現在位置を誤って同定す
ることがある。一方、車両の現在位置の近傍に複数の道路がある場合には、車両の走行軌
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跡の形状との相似性および位置の整合性が所定距離以上継続して確認できるまで、登録道
路上に車両の現在位置を同定しない。その結果、車両の現在位置が登録道路から外れたフ
リー状態になった区間の走行軌跡から未登録道路の座標および未登録道路が接続される登
録道路を検出すると誤差が大きくなるという問題がある。
【０００６】
　また、特許文献２に開示された道路地図データの作成方法では、ユーザが操作したくて
も操作できない場合（交通量が多い道路）やユーザの操作忘れがあった場合には、未登録
道路を検出できず、また、ユーザの操作ミス（不慣れな地域では、ユーザが操作した位置
が正しいとは限らない）があると、未登録道路に接続される道路の指定を誤るという問題
がある。
【０００７】
　この発明は、上述した問題を解消するためになされたものであり、その課題は、道路地
図データに登録されていない未登録道路を含む道路上を車両が走行した際に、車両の走行
軌跡から登録道路外走行軌跡の座標を自動的かつ正確に検出できるナビゲーション装置を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明に係るナビゲーション装置は、車両の挙動を検出するセンサと、センサからの
信号に基づき車両の挙動を推測する測位手段と、道路データを記憶する道路地図データ記
憶手段と、測位手段から推測結果として送られてくる測位データと道路地図データ記憶手
段から読み出した道路データとを照合して車両の現在位置を同定し、該同定状態が、道路
データによって示される登録道路上に確定されたマッチング状態、該登録道路上で確認中
であるペンディング状態または該登録道路外に確定されたフリー状態のいずれであるかを
表す照合結果データを出力する道路照合手段と、道路照合手段からの照合結果データがフ
リー状態を表している区間の前後でマッチング状態にあった登録道路上に登録道路外走行
軌跡の検出開始地点および検出終了地点を設定し、測位手段からの測位データに基づく走
行軌跡の検出開始地点に対応する始点および検出終了地点に対応する終点の座標が検出開
始地点および検出終了地点の座標に一致するように走行軌跡を座標変換し、該座標変換さ
れた走行軌跡から登録道路外走行軌跡の座標を検出する検出手段とを備えている。
【発明の効果】
【０００９】
　この発明によれば、フリー状態を表している区間の前後でマッチング状態にあった登録
道路上の２地点間を未登録道路の検出区間として定め、道路照合手段における処理とは無
関係に２地点間で推測された走行軌跡の始点および終点が登録道路上の２地点の座標に一
致するように走行軌跡を座標変換し、該座標変換された走行軌跡から登録道路外走行軌跡
の座標を検出するように構成したので、信頼性の低い登録道路外走行軌跡を検出しないよ
うになるとともに、未登録道路の座標をより正確に検出することができる。

【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】この発明の実施の形態１に係るナビゲーション装置の構成を示すブロック図であ
る。
【図２】この発明の実施の形態１に係るナビゲーション装置で行われる割り込み処理を示
すフローチャートである。
【図３】この発明の実施の形態１に係るナビゲーション装置で行われる定時処理を示すフ
ローチャートである。
【図４】この発明の実施の形態１に係るナビゲーション装置の定時処理における未登録道
路検出処理の詳細を示すフローチャートである。
【図５】この発明の実施の形態１に係るナビゲーション装置において、未登録道路の検出
開始地点と道路逸脱地点との位置関係を示す図である。



(6) JP 5133432 B2 2013.1.30

10

20

30

40

50

【図６】この発明の実施の形態１に係るナビゲーション装置において、未登録道路の検出
開始地点を設定するために作成される履歴データを説明するための図である。
【図７】この発明の実施の形態１に係るナビゲーション装置において、走行軌跡の補間点
を設定する方法を示す図である。
【図８】この発明の実施の形態１に係るナビゲーション装置において、未登録道路の検出
終了地点とフリー状態からペンディング状態、マッチング状態に変化した地点との位置関
係を示す図である。
【図９】この発明の実施の形態１に係るナビゲーション装置において、未登録道路を含む
走行軌跡から未登録道路の座標を検出する手順を示す図である。
【図１０】この発明の実施の形態２に係るナビゲーション装置において、トンネルを通過
した直後の位置とびにより走行軌跡が分断された場合に走行軌跡を一つに繋げる手順を示
す図である。
【図１１】この発明の実施の形態３に係るナビゲーション装置において、同一の未登録道
路を複数回走行した際に走行軌跡がぶれる状態を示す図である。
【図１２】この発明の実施の形態３に係るナビゲーション装置において、未登録道路通過
後に２方向の登録道路上でマッチング状態になった場合の未登録道路の検出終了地点の設
定を説明するための図である。
【図１３】この発明の実施の形態４に係るナビゲーション装置において、測位手段の方位
誤差を考慮した道路逸脱地点の判断方法を説明するための図である。
【図１４】この発明の実施の形態５に係るナビゲーション装置において、未登録道路の検
出終了地点の設定方法を説明するための図である。
【図１５】この発明の実施の形態６に係るナビゲーション装置において、未登録道路近傍
で並走する登録道路上に道路照合手段が誤マッチングする状況および検出手段が検出終了
地点の設定可否を判断する方法を説明するための図である。
【図１６】この発明の実施の形態７に係るナビゲーション装置において、車両が右折また
は左折時にマッチング状態からフリー状態に変化したときの道路データ生成可否の判断方
法を説明するための図である。
【図１７】この発明の実施の形態８に係るナビゲーション装置において、未登録の高速Ｉ
Ｃを通って高速道路から一般道路に降りた場合の未登録道路の検出終了地点の設定方法を
説明するための図である。
【図１８】この発明の実施の形態９に係るナビゲーション装置において、未登録道路通過
後に走行軌跡の近傍で並走する２つの道路種別の登録道路（高速道度，一般道路）が確認
された場合の未登録道路の検出終了地点の設定方法を説明するための図である。
【図１９】この発明の実施の形態１１に係るナビゲーション装置において、未登録道路区
間を含む道路を走行時に道路照合手段により同定された車両の現在位置の遷移を示すもの
で、道路逸脱候補地点および道路復帰候補地点の設定、および未登録道路区間の特定を行
う方法を説明するための図である。
【図２０】この発明の実施の形態１１に係るナビゲーション装置の定時処理における未登
録道路検出処理の詳細を示すフローチャート（その１）である。
【図２１】この発明の実施の形態１１に係るナビゲーション装置の定時処理における未登
録道路検出処理の詳細を示すフローチャート（その２）である。
【図２２】この発明の実施の形態１２に係るナビゲーション装置において使用される測位
データを説明するための図である。
【図２３】この発明の実施の形態１２の変形例に係るナビゲーション装置の構成を示すブ
ロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、この発明の実施の形態を、図面を参照しながら詳細に説明する。
実施の形態１．
　図１は、この発明の実施の形態１に係るナビゲーション装置の構成を示すブロック図で
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ある。このナビゲーション装置は、ＧＰＳ（Global Positioning System）受信機１、角
速度センサ２、速度センサ３、信号処理器４および表示手段５から構成されている。この
発明のセンサは、ＧＰＳ受信機１、角速度センサ２および速度センサ３から構成されてい
る。
【００１２】
　ＧＰＳ受信機１は、ＧＰＳ衛星から送信されたＧＰＳ電波をＧＰＳアンテナ１ａで受信
してＧＰＳ信号を生成する。角速度センサ２は、車両の旋回角を検出して角速度信号を生
成する。速度センサ３は、車両の速度を検出して速度信号を生成する。ＧＰＳ受信機１で
生成されたＧＰＳ信号、角速度センサ２で生成された角速度信号および速度センサ３で生
成された速度信号は、車両の挙動を表す信号として、信号処理器４に送られる。
【００１３】
　信号処理器４は、例えばコンピュータから構成されており、予めメモリ（図示は省略す
る）に記憶されている制御プログラムに従って動作することにより、ナビゲーションに必
要な機能、例えば位置検出、経路探索、経路案内などを実現するための処理を行う。この
信号処理器４の詳細は後述する。
【００１４】
　表示手段５は、例えば液晶ディスプレイ装置から構成されており、信号処理器４から送
られてくる表示データにしたがって、その画面上に種々の情報を表示する。例えば、表示
手段５は、地図上に車両の現在位置や経路などを重畳させて表示する。
【００１５】
　上述した信号処理器４は、測位手段４１、道路照合手段４２、道路地図データ記憶手段
４３、表示制御手段４４、検出手段４５および道路データ生成手段４６から構成されてい
る。
【００１６】
　測位手段４１は、ＧＰＳ受信機１から送られてくるＧＰＳ信号、角速度センサ２から送
られてくる角速度信号および速度センサ３から送られてくる速度信号に基づき車両の挙動
、具体的には、車両の現在位置、進行方位、速度などを推測する。この測位手段４１によ
って推測された結果は、測位データとして道路照合手段４２および検出手段４５に送られ
る。
【００１７】
　道路照合手段４２は、測位手段４１から送られてくる測位データと道路地図データ記憶
手段４３から読み出した道路データとを照合して車両の現在位置を同定するとともに、同
定状態が、道路データによって示される道路（以下、「登録道路」という）上に確定され
たマッチング状態、登録道路上で確認中であるペンディング状態、または、登録道路外で
確定されたフリー状態のいずれであるかを判断する。この道路照合手段４２における判断
結果は、照合結果データとして表示制御手段４４および検出手段４５に送られる。
【００１８】
　道路地図データ記憶手段４３は、道路データを記憶する。この道路地図データ記憶手段
４３に記憶されている道路データは、道路照合手段４２、表示制御手段４４、検出手段４
５および道路データ生成手段４６によって読み出される。また、この道路地図データ記憶
手段４３には、道路データ生成手段４６で生成された道路データが格納される。
【００１９】
　表示制御手段４４は、道路照合手段４２から送られてくる照合結果データ、道路地図デ
ータ記憶手段４３から読み出した道路地図データおよび道路データ生成手段４６から送ら
れてくる道路データに基づき、地図上に車両の現在位置や経路などを重畳させて表示する
ための表示データを生成する。この表示制御手段４４で生成された表示データは、表示手
段５に送られる。
【００２０】
　検出手段４５は、測位手段４１から送られてくる測位データ、道路照合手段４２から送
られてくる照合結果データおよび道路地図データ記憶手段４３から読み出した道路データ
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に基づき、道路地図データ記憶手段４３に道路データが登録されていない未登録道路を車
両が走行した際の走行軌跡から未登録道路の座標およびこの未登録道路が接続される登録
道路の座標（この明細書および特許請求の範囲においては、単に「未登録道路の座標」と
記載する）を自動的に検出する。この検出手段４５で検出された未登録道路の座標は、道
路データ生成手段４６に送られる。
【００２１】
　道路データ生成手段４６は、検出手段４５から送られてくる未登録道路の座標と道路地
図データ記憶手段４３から読み出した道路データとに基づいて、未登録道路の道路データ
を生成する。この道路データ生成手段４６で生成された道路データは、道路地図データ記
憶手段４３に送られて該道路地図データ記憶手段４３に格納されるとともに、表示制御手
段４４に送られる。
【００２２】
　次に、上記のように構成される、この発明の実施の形態１に係るナビゲーション装置の
動作の概略を説明する。図２は、この発明の実施の形態１に係るナビゲーション装置の測
位手段４１で行われる割り込み処理を示すフローチャートである。
【００２３】
　割り込み処理は、イベントに応答して、具体的には、ＧＰＳ受信機１からＧＰＳ信号が
送られてきた時に起動される。この割り込み処理では、ＧＰＳ受信処理が実行される（ス
テップＳＴ２０１）。すなわち、測位手段４１は、ＧＰＳ受信機１から送られてくるＧＰ
Ｓ信号を受け取り、ＧＰＳデータとしてメモリ（図示は省略する）に記憶する。その後、
シーケンスは割り込まれた位置にリターンし、割り込み処理は終了する。
【００２４】
　図３は、所定周期で起動される定時処理の概略を示すフローチャートである。この定時
処理においては、まず、信号処理器４に組み込まれているプログラムの初期化が必要であ
るかどうかが調べられる（ステップＳＴ３０１）。車両のエンジンが始動されることによ
ってナビゲーション装置に電力の供給が開始されたときに初期化が必要であると判断され
る。このステップＳＴ３０１において、初期化が必要であることが判断されると、次いで
、プログラムの初期化処理が行われる（ステップＳＴ３０２）。すなわち、信号処理器４
に組み込まれているプログラムが初期化される。一方、ステップＳＴ３０１において、初
期化が必要でないことが判断されると、ステップＳＴ３０２の初期化処理はスキップされ
る。
【００２５】
　次いで、測位処理が行われる（ステップＳＴ３０３）。具体的には、測位手段４１は、
速度センサ３から送られてくる速度信号に基づき車両の速度と所定時間毎の移動距離を算
出する。また、測位手段４１は、角速度センサ２から送られてくる角速度信号に基づき所
定時間毎の車両の旋回角を計算する。その後、測位手段４１は、ＧＰＳ受信機１から受信
されてメモリに格納されているＧＰＳデータ（現在位置、進行方位、速度、ＧＰＳ電波受
信状態など）と合わせて車両の挙動、具体的には、車両の現在位置、進行方位、速度など
（ＤＲ位置、ＤＲ方位などと呼ぶ）を計算し、測位データとして道路照合手段４２および
検出手段４５に送る。なお、測位手段４１は、速度センサ３から送られてくる速度信号お
よび角速度センサ２から送られてくる角速度信号を補正するセンサ補正の計算も行う。車
両の挙動計算およびセンサ補正の具体的な処理内容については、例えば特許第３３２１０
９６号公報に記載されているので必要に応じて参照されたい。
【００２６】
　次いで、道路照合処理が行われる（ステップＳＴ３０４）。すなわち、道路照合手段４
２は、道路地図データ記憶手段４３から読み出した所定範囲の道路データと、測位手段４
１によって計算された車両の挙動を表す測位データとに基づいて、車両の現在位置（「Ｍ
位置」と呼ばれる）を同定する。そして、道路照合手段４２は、登録道路上で車両の現在
位置を１つだけ同定できた場合は、同定状態をマッチング状態と判断し、登録道路上の複
数の座標にそれぞれ設定された複数の候補位置の中から１つを選出して確認中である場合
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は同定状態をペンディング状態と判断し、登録道路外で車両の現在位置を同定した場合は
同定状態をフリー状態と判断し、各状態を表す照合結果データを表示制御手段４４および
検出手段４５に送る。なお、現在位置を同定する具体的な処理内容については、例えば特
開２０００－３４６６６３号公報に記載されているので必要に応じて参照されたい。
【００２７】
　次いで、未登録道路検出処理が行われる（ステップＳＴ３０５）。この未登録道路検出
処理では、検出手段４５によって未登録道路を検出する処理が行われる。この未登録道路
検出処理の詳細は、後に説明する。次いで、未登録道路が検出されたかどうかが調べられ
る（ステップＳＴ３０６）。このステップＳＴ３０６において、未登録道路が検出された
ことが判断された場合は、道路データ生成処理が行われる（ステップＳＴ３０７）。すな
わち、道路データ生成手段４６は、検出手段４５で検出された未登録道路の座標から未登
録道路の道路データを生成し、道路地図データ記憶手段４３に記憶されている道路地図デ
ータに追加する。その後、未登録道路は「検出なし」に変更される。上記ステップＳＴ３
０６において、未登録道路が検出されなかったことが判断された場合は、ステップＳＴ３
０７の道路データ生成処理はスキップされる。
【００２８】
　次いで、表示制御処理が行われる（ステップＳＴ３０８）。すなわち、表示制御手段４
４は、道路照合手段４２で同定された車両の現在位置および他の情報（図示していない処
理によって作成された経路や案内図など）を道路地図データ記憶手段４３から読出した道
路地図データ上に重畳した表示データを作成し、表示手段５に送る。以上により、定時処
理を終了する。
【００２９】
　次に、上記ステップＳＴ３０５で行われる未登録道路検出処理の詳細を、図４に示すフ
ローチャートおよび図５～図９に示す説明図を参照しながら説明する。
【００３０】
　未登録道路検出処理では、まず、未登録道路の検出開始地点（地点Ａ）が未設定である
かどうかが調べられる（ステップＳＴ４０１）。このステップＳＴ４０１において、検出
開始地点（地点Ａ）が未設定であることが判断されると、道路逸脱判断処理が行われる（
ステップＳＴ４０２）。この道路逸脱判断処理においては、検出手段４５は、道路照合手
段４２から送られてくる照合結果データによって示される同定状態がマッチング状態から
フリー状態に変化した時に車両が登録道路から逸脱を開始したと判断し、それ以外の場合
は逸脱を開始したと判断しない。
【００３１】
　次いで、上記ステップＳＴ４０２の判断結果に基づき、逸脱が開始されたかどうかが調
べられる（ステップＳＴ４０３）。このステップＳＴ４０３において、逸脱が開始されて
いないことが判断されると、検出開始地点候補履歴が作成される（ステップＳＴ４０６）
。すなわち、検出手段４５は、ステップＳＴ４０４における検出開始地点設定処理を実行
できるように、道路照合手段４２から送られてくる照合結果データがマッチング状態を示
しているときに、図６（ａ）に示すように、一定距離毎に測位手段４１の出力および道路
照合手段４２の出力を、検出開始地点候補履歴として記録する。検出開始地点候補履歴と
して記録される履歴データは、図６（ｂ）に示すように、開始地点履歴ＩＤ、日時、測位
結果および道路照合結果から構成されている。測位結果には、測位手段４１から測位デー
タとして送られてくる位置、方位、速度、移動距離、旋回角、ＧＰＳ電波受信状況などが
含まれる。また、道路照合結果には、道路照合手段４２から照合結果データとして送られ
てくる位置、方位、照合状態、道路データなどが含まれる。その後、未登録道路検出処理
は終了する。
【００３２】
　一方、上記ステップＳＴ４０３において、逸脱が開始されたことが判断されると、検出
開始地点が設定される（ステップＳＴ４０４）。すなわち、検出手段４５は、図５に示す
ように、フリー状態になる直前のマッチング状態（実際には誤マッチング状態）であった
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ときの登録道路上の位置（道路逸脱地点：地点Ａ”）から所定距離以上後方の車両が走行
した地点Ａを検出開始地点に設定する。次いで、走行軌跡の初期化が行われる（ステップ
ＳＴ４０５）。すなわち、検出手段４５は、ステップＳＴ４０６で作成された検出開始地
点候補履歴から走行軌跡の始点と補間点を生成する。始点は、検出開始地点（地点Ａ）に
対応する地点であり、補間点は、後述する図７（ａ）に示す条件を満たす地点である。そ
の後、未登録道路検出処理は終了する。
【００３３】
　上記ステップＳＴ４０１において、未登録道路の検出開始地点（地点Ａ）が設定されて
いることが判断されると、次いで、走行軌跡が生成される（ステップＳＴ４０７）。すな
わち、検出手段４５は、図７（ａ）に示すように、走行軌跡の補間点から所定距離以上走
行し、かつ所定角度以上旋回したときに、測位手段４１からの測位データと道路照合手段
４２からの照合結果データとを用いて新たな補間点を設定する。このようにして補間点を
順次設定することにより、図７（ｂ）に破線で示すような走行軌跡が得られる。走行軌跡
は、図７（ｃ）に示すように、始点Ｎ1から補間点Ｎ2～Ｎ6を順次結ぶ直線によって折れ
線近似することにより作成される。
【００３４】
　次いで、検出終了判断が行われる（ステップＳＴ４０８）。すなわち、検出手段４５は
、道路照合手段４２から送られてくる照合結果データによって示されるマッチング状態が
所定距離以上継続したときに検出終了と判断し、それ以外は検出終了と判断しない。次い
で、上記ステップＳＴ４０８の判断結果に基づき検出終了であるかどうかが調べられる（
ステップＳＴ４０９）。このステップＳＴ４０９において、検出終了であることが判断さ
れると、未登録道路検出処理は終了する。
【００３５】
　一方、ステップＳＴ４０９において、検出終了でないことが判断されると、次いで、検
出終了地点が設定される（ステップＳＴ４１０）。すなわち、検出手段４５は、図８に示
すように、道路照合手段４２が道路上に同定している車両の現在位置の座標を検出終了地
点（地点Ｂ）として設定する。なお、図８は、未登録道路の検出終了地点（地点Ｂ）と道
路照合手段４２による同定状態がフリー状態からペンディング状態、マッチング状態と順
次変化した地点との位置関係を示している。
【００３６】
　次いで、走行軌跡座標変換が行われる（ステップＳＴ４１１）。すなわち、検出手段４
５は、図９（ａ）に示すように、未登録道路部分を含む走行軌跡の始点が未登録道路の検
出開始地点（地点Ａ）の座標に合致するように走行軌跡を平行移動し、その後、走行軌跡
の終点が未登録道路の検出終了地点（地点Ｂ）の座標に合致するようにアフィン変換（伸
縮・回転移動）する。これにより、図９（ｂ）に示すような、未登録道路を含む走行軌跡
が得られる。アフィン変換は、下式にしたがって行われる。アフィン変換による走行軌跡
の座標移動量、伸縮係数および回転角の各々が、車両の現在位置の精度、角速度センサ２
および速度センサ３の補正精度から推定される所定の範囲内であれば検出成功とされ、い
ずれかが範囲外になれば検出失敗とされる。
【００３７】
S=|PF2-P0|/|PF1-P0|
α=tan-1{(yF2-y0)/(xF2-x0)}-tan

-1{(yF1-y0)/(xF1-x0)　　　［ｒａｄ］
xN2=S{(xN1-x0)cosα-(yN1-y0)sinα}+x0
yN2=S{(xN1-x0)sinα+(yN1-y0)cosα}+y0
　ここで、
Ｓ：伸縮係数
α：回転角（反時計周りが正、時計周りが負の符号）　　　［ｒａｄ］
Ｐ0：始点位置（ｘ0、ｙ0）
ＰF1、ＰF2：修正前、修正後の終点位置（ｘF1、ｙF1）、（ｘF2、ｙF2）
ｘ0、ｙ0：始点のｘ，ｙ座標　　　［ｍ］
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ｘF1、ｙF1：修正前の終点のｘ，ｙ座標　　　［ｍ］
ｘF2、ｙF2：修正後の終点のｘ，ｙ座標　　　［ｍ］
【００３８】
　次いで、登録道路と走行軌跡との重複区間の検出が行われる（ステップＳＴ４１２）。
すなわち、検出手段４５は、図９（ｂ）に示すアフィン変換後の走行軌跡の補間点間を結
ぶ直線に対して、図９（ｃ）に示すように、登録道路（実線で示す）上の任意の座標を地
点Ａから進路前方および地点Ｂから進路後方に順次辿りながら投影し、投影距離が所定値
以下の場合は走行軌跡（破線で示す）が登録道路と重複していると判断して、登録道路と
重複する走行軌跡部分を削除する。そして、走行軌跡と登録道路とが重複する部分が途切
れた地点を、それぞれ道路離脱地点（地点Ａ’）および道路復帰地点（地点Ｂ’）として
検出する。その後、検出手段４５は、図９（ｄ）に示すように、残った走行軌跡の長さ、
つまり道路離脱地点（地点Ａ’）と道路復帰地点（地点Ｂ’）との間が所定距離以上であ
れば検出成功と判断し、残った走行軌跡の座標から未登録道路の座標を検出する。一方、
残った走行軌跡の長さが所定距離より小さければ、検出失敗と判断する。なお、登録道路
を地点Ａ’または地点Ｂ’まで辿れない場合は、登録道路の相似性および位置と走行軌跡
とを比較して地点Ａ’および地点Ｂ’を検出するように構成できる。
【００３９】
　次いで、上記ステップＳＴ４１１およびステップＳＴ４１２の両判断結果に基づき検出
成功であるかどうかが調べられる（ステップＳＴ４１３）。このステップＳＴ４１３にお
いて、両方とも検出成功であることが判断されると、未登録道路の座標が計算される（ス
テップＳＴ４１４）。一方、ステップＳＴ４１３において、少なくとも一方が検出失敗で
あることが判断されると、ステップＳＴ４１４の処理はスキップされる。次いで、未登録
道路の検出開始地点および検出終了地点がクリアされる（ステップＳＴ４１５）。これに
より、次の未登録道路を検出できる状態に設定される。その後、未登録道路検出処理は終
了する。
【００４０】
　以上説明したように、この発明の実施の形態１に係るナビゲーション装置によれば、フ
リー状態を表している区間の前後でマッチング状態にあった登録道路上の２地点間、つま
り検出開始地点（地点Ａ）と検出終了地点（地点Ｂ）との間を未登録道路の検出区間とし
て定め、道路照合手段４２における処理とは無関係に２地点間で推測された走行軌跡の始
点および終点が２地点の座標に一致するように走行軌跡を座標変換し、登録道路と相似形
かつ登録道路の近傍で並走している走行軌跡部分を登録道路と重複すると判断して走行軌
跡から除き、残りの走行軌跡から未登録道路の座標を検出するように構成したので、未登
録道路の検出に成功する確率を向上させることができるとともに、未登録道路の座標の検
出をより正確に行うことができる。その結果、未登録道路を含む経路探索や経路誘導を実
施できる。
【００４１】
　また、従来のナビゲーション装置では、例えば、本線から未登録道路である側道に進入
した際に、本線上で車両の現在位置が同定し続けられ、側道上の本来の現在位置から大き
く離れた位置になった後に、側道上に現在位置が修正されるため、本線から外れた直後か
ら未登録道路の検出を開始しても、実際に本線から離脱した位置とは大きく乖離する場合
がある。これに対し、実施の形態１に係るナビゲーション装置によれば、道路照合手段４
２からの照合結果データによって示される同定状態がマッチング状態からフリー状態に変
化する直前の登録道路上の座標から所定距離だけ後方の車両が走行した地点Ａから未登録
道路の検出を開始するように構成したので、車両が未登録道路を走行し始めたにも拘らず
、道路照合手段４２が登録道路上に車両の現在位置をしばらく誤マッチングし続けた場合
であっても、未登録道路が登録道路に接続される地点、つまり道路逸脱地点（地点Ａ’）
を正確に検出することができる。
【００４２】
　また、この実施の形態１に係るナビゲーション装置においては、未登録道路区間の走行
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軌跡を誤検出しないように道路照合手段４２のマッチング状態の連続性を長く設定すると
検出開始地点（地点Ａ）または検出終了地点（地点Ｂ）の設定が遅れ、登録道路と重複す
る走行軌跡が長く生成され、この生成された走行軌跡から未登録道路の座標を判断すると
登録道路へ接続される地点を誤るため、登録道路と重複する走行軌跡部分を削除するよう
に構成されている。その結果、登録道路上を走行した区間が長くなっても、登録道路と重
複する走行軌跡および未登録道路が登録道路に接続される道路逸脱地点（地点Ａ’）およ
び道路復帰地点（地点Ｂ’）を簡単に検出できる。また、逆に、未登録道路が登録道路に
接続される地点Ａ’および地点Ｂ’から離れた登録道路上にマッチング状態が確実な地点
Ａおよび地点Ｂを設定できるので、未登録道路の検出に成功する確率を向上させることが
できる。
【００４３】
実施の形態２．
　上述した実施の形態１に係るナビゲーション装置において、角速度センサ２のバイアス
に誤差が生じたままで未登録のトンネルを通過する場合、ＧＰＳ受信機１からのＧＰＳ信
号および道路地図データ記憶手段４３からの道路データを基準としてバイアスドリフトを
補正することができない。そのため、車両の進行方位誤差および位置誤差が徐々に拡大し
、トンネルを通過した直後にＧＰＳ受信機１からＧＰＳ信号が得られると、このＧＰＳ信
号に基づき車両の現在位置が修正される。この場合には、図１０（ａ）に示すように、ト
ンネルを通過した直後に「位置とび」が生じて走行軌跡が分断されるため、分断された状
態の走行軌跡の座標から道路データを生成すると、その道路データに基づく道路の形状お
よび座標が不正確になる。
【００４４】
　この実施の形態２に係るナビゲーション装置は、このような問題を解消するものであり
、未登録道路の途中にトンネルのようなＧＰＳ電波の連続遮蔽区間があり、このＧＰＳ電
波の連続遮蔽区間を通過した直後に走行軌跡が不連続になるような位置修正が行われた場
合であっても、走行軌跡から未登録道路の座標を正確に検出できるようにしたものである
。
【００４５】
　この実施の形態２に係るナビゲーション装置においては、検出手段４５は、車両の移動
距離とＧＰＳ電波の遮蔽状態（ＧＰＳ電波受信状況）を走行軌跡に関連付けて記録すると
ともに、ＧＰＳ電波の連続遮蔽区間を通過した直後に走行軌跡の連続性を、走行軌跡の座
標更新量と速度センサ３からの速度信号に基づき計算された移動距離とを比較することに
より確認する。そして、図１０（ａ）に示すように、両者に所定値以上の違いがある場合
に走行軌跡が分断されたと判断し、図１０（ｂ）に示すように、走行軌跡が分断された区
間だけ先に部分的にトンネルの入口地点をアフィン変換の回転中心として座標変換して走
行軌跡を１つに繋げる修正を行う。その後、図１０（ｃ）に示すように、検出開始地点（
地点Ａ）および検出終了地点（地点Ｂ）の座標に一致するように走行軌跡全体を、地点Ａ
をアフィン変換の回転中心として再度座標変換する。その後、実施の形態１と同様の処理
により未登録道路の座標が計算される。
【００４６】
　以上説明したように、この発明の実施の形態２に係るナビゲーション装置によれば、Ｇ
ＰＳ電波の遮蔽区間で位置精度が低下して走行軌跡が分断されても、分断された区間だけ
先に部分的に座標変換して走行軌跡を１つに繋げ、その後、走行軌跡が検出開始地点（地
点Ａ）と検出終了地点（地点Ｂ）との間の登録道路の座標に一致するように走行軌跡全体
を座標変換するように構成したので、ＧＰＳ電波の遮蔽区間を走行した際の未登録道路の
検出に成功する確率および未登録道路の座標の精度を向上させることができる。
【００４７】
実施の形態３．
　図１１に示すように、車両が同じ道路を走行しても、速度センサ３、角速度センサ２お
よびＧＰＳ受信機１の誤差に起因して走行軌跡の座標がぶれることから、図１２に示すよ
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うに、未登録道路が登録道路に接続される道路復帰地点（地点Ｂ’）の座標は道路方向に
誤差範囲を有する。これに関して、実施の形態１に係るナビゲーション装置においては、
検出手段４５による検出終了地点（地点Ｂ）の設定タイミングに関して、検出手段４５は
、図４のステップＳＴ４１０において、道路照合手段４２が登録道路上に同定している車
両の現在位置の座標に地点Ｂを設定する。
【００４８】
　これに対して、この実施の形態３に係るナビゲーション装置においては、検出手段４５
は、車両が右折または左折した際に、右折または左折前後の２方向の登録道路上で所定距
離以上連続してマッチング状態にある場合に検出終了地点（地点Ｂ）を設定する。
【００４９】
　この実施の形態３に係るナビゲーション装置によれば、右折または左折前後の道路で所
定距離以上連続してマッチング状態にある場合に登録道路上の車両の現在位置の座標に検
出終了地点（地点Ｂ）を設定するので、図１１に示すような走行軌跡のぶれがあっても、
未登録道路が接続される登録道路の座標を正確に検出できる。
【００５０】
実施の形態４．
　上述した実施の形態１に係るナビゲーション装置においては、測位手段４１で推測され
た車両の進行方位に誤差が生じると、道路照合手段４２は登録道路から車両が逸脱したと
誤った判断を行い易くなり、その結果、誤って生成された未登録道路が増加する。このよ
うな誤った未登録道路が増加すると、ユーザは、その未登録道路を削除する操作が必要に
なり、ユーザの削除操作が遅れると、真に未登録道路を追加したいときに、道路地図デー
タ記憶手段４３の記憶容量の不足により未登録道路を登録できない場合が生じる。この実
施の形態４に係るナビゲーション装置は、このような問題を解消するものであり、登録道
路を走行中に測位手段４１で推測された車両の進行方位に誤差が生じても、登録道路外を
走行したと判断して未登録道路の走行軌跡を誤検出しないようにしたものである。
【００５１】
　すなわち、実施の形態１に係るナビゲーション装置においては、検出手段４５による検
出終了地点（地点Ｂ）の設定タイミングに関して、検出手段４５は、図４のステップＳＴ
４０２において、道路照合手段４２からの照合結果データによって示される同定状態がマ
ッチング状態からフリー状態に変化した時に車両が登録道路から逸脱を開始したと判断し
、ステップＳＴ４０４において、フリー状態になる直前のマッチング状態であったときの
登録道路上の位置、つまり道路逸脱地点（地点Ａ”）から所定距離以上後方の車両が走行
した地点Ａを検出開始地点に設定する。
【００５２】
　これに対し、実施の形態４に係るナビゲーション装置においては、道路照合手段４２か
らの照合結果データによって示される同定状態がマッチング状態を示している場合に、検
出手段４５は、図１３（ａ）に示すように、所定距離分の走行軌跡を座標変換し、図１３
（ｂ）に示すように、座標変換後にＤＲ位置および補間点と、これらに対応する登録道路
上のマッチング位置との間の距離を算出し、この算出した距離と道路幅員とを比較するこ
とにより、走行軌跡が道路幅員内に収まるか否かを調べ、走行軌跡が道路幅員内に収まら
ないと判断した場合に、車両の現在位置の座標に道路逸脱地点（地点Ａ”）を設定し、か
つ所定距離だけ後方の登録道路上に地点Ａを設定する。
【００５３】
　以上説明したように、実施の形態４に係るナビゲーション装置によれば、所定距離分の
走行軌跡を座標変換して道路幅員内に収まるか否かを判断し、この判断結果に基づき道路
逸脱地点（Ａ”）および検出開始地点（地点Ａ）を設定するように構成したので、本来の
道路離脱地点（地点Ａ’）をより正確に検出できる。また、速度センサ３および角速度セ
ンサ２の誤差ならびにＧＰＳ受信機１の誤差の補正不足から測位手段４１で推測された車
両の進行方位に誤差を生じ、車両の進行方位と登録道路の向きが異なっても、道路幅員内
に収まる走行軌跡であればマッチング状態と判断されるので、未登録道路の誤検出が減少
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し、誤って生成された未登録道路をユーザが削除する操作を減少させることができる。
【００５４】
実施の形態５．
　上述した実施の形態１に係るナビゲーション装置においては、検出手段４５による検出
終了地点（地点Ｂ）の設定タイミングに関して、検出手段４５は、図４のステップＳＴ４
０８において、道路照合手段４２がマッチング状態を所定距離以上継続したときに検出終
了と判断し、ステップＳＴ４１０において、道路照合手段４２が登録道路上に同定してい
る車両の現在位置の座標に地点Ｂを設定するように構成されている。
【００５５】
　これに対し、実施の形態５に係るナビゲーション装置においては、図１４に示すように
、マッチング状態において走行軌跡と登録道路の形状が所定距離以上継続して相似形であ
ることをステップＳＴ４０８における検出終了判断の条件に追加し、この条件に該当した
ときに、道路照合手段４２は登録道路上に同定している車両の現在位置の座標に検出終了
地点（地点Ｂ）を設定する。
【００５６】
　この実施の形態５に係るナビゲーション装置によれば、道路照合手段４２によってフリ
ー状態が示されているときに、検出手段４５が登録道路の近傍で推測した車両の現在位置
を誤って登録道路に引き込むようにマップマッチングしても、検出手段４５は、走行軌跡
形状との相似性および位置の整合性が所定距離以上継続して確認できた登録道路上の車両
の現在位置の座標に検出終了地点（地点Ｂ）を設定するので、未登録道路が接続される登
録道路の座標の検出をより高精度で行うことができる。
【００５７】
実施の形態６．
　上述した実施の形態１に係るナビゲーション装置においては、検出手段４５による検出
終了地点（地点Ｂ）の設定タイミングに関して、検出手段４５は、図４のステップＳＴ４
０８において、道路照合手段４２がマッチング状態を所定距離以上継続したときに検出終
了と判断し、ステップＳＴ４１０において、道路照合手段４２が登録道路上に同定してい
る車両の現在位置の座標に地点Ｂを設定するように構成されている。
【００５８】
　これに対し、実施の形態６に係るナビゲーション装置においては、図１５（ａ）に示す
ように、未登録道路区間の前後の登録道路上で同定状態がマッチング状態からフリー状態
、ペンディング状態、マッチング状態へと順次遷移した際に、未登録道路区間より前の登
録道路上の地点Ａから生成した走行軌跡が、速度センサ３の距離誤差または角速度センサ
２の旋回角誤差の予測誤差から想定される位置誤差の範囲内（例えば図１５（ｂ）に示す
Ｌ１、Ｌ２およびβが所定の関係を有する）で未登録道路区間より後の登録道路上と形状
および座標ともに整合性があることを条件に、道路照合手段４２は登録道路上に同定して
いる車両の現在位置の座標に検出終了地点（地点Ｂ）を設定する。
【００５９】
　この実施の形態６に係るナビゲーション装置によれば、道路照合手段４２がフリー状態
を示しているときに、登録道路の近傍で推測した車両の現在位置を誤って登録道路に引き
込むようなマップマッチングを行っても、検出手段４５は、走行軌跡形状との相似性およ
び位置の整合性が所定距離以上継続して確認できた登録道路上の車両の現在位置の座標に
検出終了地点（地点Ｂ）を設定するので、未登録道路に接続される登録道路の座標の検出
をより高精度で行うことができる。
【００６０】
実施の形態７．
　上述した実施の形態１に係るナビゲーション装置において、直線区間で進行方向に所定
値以上の位置誤差があると、その後に右折または左折した際に、登録道路の交差点と異な
る地点で推測した車両の進行方位が変わるためマッチング状態からフリー状態になり、誤
った未登録道路の検出が開始される。その結果、誤って生成された未登録道路が増加する
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ので、ユーザは、その未登録道路を削除する操作が必要になり、ユーザの削除操作が遅れ
ると、真に未登録道路を追加したいときに、道路地図データ記憶手段４３の記憶容量の不
足により未登録道路を登録できない場合が生じる。この実施の形態７に係るナビゲーショ
ン装置は、このような問題を解消するものであり、直線区間の道路走行中に進行方向の位
置誤差があったとしても、右折または左折時に不要な道路データを自動生成しないように
したものである。
【００６１】
　すなわち、上述した実施の形態１に係るナビゲーション装置においては、登録道路と重
複する部分を削除した走行軌跡から未登録道路の道路データを生成することに関して、図
４のステップＳＴ４１２においては、検出手段４５は、登録道路と重複する走行軌跡を削
除し、残った走行軌跡の長さが所定距離以上であれば検出成功として、残った走行軌跡の
座標から未登録道路の座標を検出し、また、残った走行軌跡の長さが所定値以下であれば
、検出失敗とする。
【００６２】
　これに対し、実施の形態７に係るナビゲーション装置では、図１６に示すように、車両
が右折または左折した近傍に交差点が存在する場所において、道路照合手段４２からの照
合結果データによって示される同定状態が、車両の右折または左折挙動に応じて、マッチ
ング状態からフリー状態に移行し、その後、ペンディング状態を経てマッチング状態に戻
った場合に、車両の現在位置の精度、ならびに角速度センサ２および速度センサ３の補正
精度から推定される走行軌跡の座標移動量、伸縮係数および回転角の範囲内で走行軌跡の
座標変換（平行移動、回転、伸縮）がなされた場合は、検出手段４５は、車両の右折また
は左折前の登録道路を走行時の道路方向の位置誤差により、右折または左折に合わせてマ
ッチング状態からフリー状態になったものと判断して、未登録道路の検出を取りやめる。
【００６３】
　この実施の形態７に係るナビゲーション装置によれば、車両の現在位置の精度および速
度センサ３の補正精度から推定される走行軌跡の伸縮係数の範囲内で走行軌跡の座標変換
（伸縮）がなされたか否かを判断するように構成したので、不要な未登録道路を検出し難
くなる。その結果、ユーザは、不要な未登録道路を削除する操作を頻度高く行う必要がな
い。
【００６４】
実施の形態８．
　従来のナビゲーション装置では、誤マッチングを防止するために、例えば、高速道路と
一般道路の相互接続は高速インターチェンジ（以下、「ＩＣ」と略する）に制限されてい
る。このため、高速ＩＣが未登録道路の場合には、未登録の高速ＩＣを通って高速道路か
ら一般道路に降りた後に、一般道路上で車両の現在位置を同定してもペンディング状態の
ままでマッチング状態に変化しない場合がある。この場合には未登録道路の検出終了地点
の設定が遅くなり、登録道路と重複する走行軌跡が長くなるため、未登録道路が登録道路
に接続される地点の検出が難しくなる。この実施の形態８に係るナビゲーション装置は、
このような問題を解消するものであり、高速ＩＣが未登録道路であっても、未登録道路を
検出するようにしたものである。
【００６５】
　すなわち、上述した実施の形態１に係るナビゲーション装置においては、検出手段４５
による未登録道路の検出終了地点（地点Ｂ）の設定タイミングに関して、検出手段４５は
、図４のステップＳＴ４０８において、道路照合手段４２がマッチング状態を所定距離以
上継続したときに検出終了と判断し、ステップＳＴ４１０において、道路照合手段４２が
登録道路上に同定している車両の現在位置の座標に地点Ｂを設定するように構成されてい
る。
【００６６】
　これに対し、実施の形態８に係るナビゲーション装置においては、図１７に示すように
、未登録の高速ＩＣを車両が通過して高速道路から一般道路へ乗り入れたとき、または、
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一般道路から高速道路へ乗り入れたときに、高速ＩＣを通過した後の登録道路上を車両が
所定距離以上走行しても道路照合手段４２がペンディング状態のまま変化しない場合には
、検出手段４５は、高速ＩＣに進入する前の登録道路上の検出開始地点（地点Ａ）から検
出を開始した走行軌跡とペンディング状態中の道路とが所定距離以上にわたって重なるか
、または近傍で並走する登録道路がある場合には、その登録道路上に検出終了地点（地点
Ｂ）を設定する。
【００６７】
　この実施の形態８に係るナビゲーション装置によれば、車両の現在位置を誤った登録道
路上へ同定することを防止するために、例えば、高速道路と一般道路の相互接続は高速Ｉ
Ｃに制限する、という道路照合手段４３の処理方法および特性を変えずに、未登録の高速
ＩＣを表す道路データを生成できる。
【００６８】
実施の形態９．
　高速ＩＣまたは高速ジャンクション（以下、「ＪＣＴ」と略する）が未登録道路の場合
には、未登録道路を走行した後の登録道路と走行軌跡の座標が重なったり、または走行軌
跡の近傍に並走する登録道路があっても、道路照合手段４２は、同定状態をマッチング状
態にせずにペンディング状態のまま登録道路上を走行するので、走行軌跡の検出終了地点
の設定が遅れる。また、道路照合手段４２が接続し易い同じ道路種別の登録道路が走行軌
跡の近傍に並走していれば、その登録道路上に誤マッチングする。この実施の形態９に係
るナビゲーション装置は、このような問題を解消するものであり、高速ＩＣまたは高速Ｊ
ＣＴが未登録道路であっても、車両の走行に合わせて一般道路と高速道路の接続、一般道
路同士の接続、高速道路同士の接続の妥当性を判断して、未登録道路を検出できるように
したものである。
【００６９】
　すなわち、上述した実施の形態１に係るナビゲーション装置においては、検出手段４５
による未登録道路の検出終了地点（地点Ｂ）の設定タイミングに関して、検出手段４５は
、図４のステップＳＴ４０８において、道路照合手段４２がマッチング状態で所定距離以
上継続したときに検出終了と判断し、ステップＳＴ４１０において、道路照合手段４２が
登録道路上に同定している車両の現在位置の座標に地点Ｂを設定するように構成されてい
る。
【００７０】
　これに対し、実施の形態９に係るナビゲーション装置においては、図１８に示すように
、未登録道路へ進入する前の登録道路上の地点Ａから検出を開始した走行軌跡の近傍の所
定範囲の道路データを道路地図データ記憶手段４３から検索し、走行軌跡の近傍に並走す
る道路が高速道路と一般道路の両方であると確認できた場合には、道路種別および同定状
態に係わらず、走行軌跡の形状との相似性または位置において両者に顕著な有意差がでる
まで判断を保留し、有意差がでたら走行軌跡と整合性が確認できた登録道路上に検出終了
地点（地点Ｂ）を設定する。
【００７１】
　この実施の形態９に係るナビゲーション装置によれば、高速ＩＣまたは高速ＪＣＴが未
登録道路の場合には、道路照合手段４２は、未登録道路を走行する前の登録道路と同じ道
路種別の登録道路が車両の現在位置の近傍で並走していると、その登録道路上へ誤マッチ
ングする場合があるが、このような場合であっても、走行軌跡の形状に合致する登録道路
を道路種別に無関係に検出できる。
【００７２】
実施の形態１０．
　長い距離の未登録道路を走行の途中で、例えば休憩によって車両がエンジンオフされる
と、エンジンオン後に未登録道路の検出を継続することできない。この実施の形態１０に
係るナビゲーション装置は、このような問題を解消するものであり、未登録道路部分の走
行軌跡を検出中に車両がエンジンオフされても、エンジンオンされたときに未登録道路の
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検出処理を再開できるようにしたものである。
【００７３】
　すなわち、上述した実施の形態１に係るナビゲーション装置においては、未登録道路の
検出開始地点（地点Ａ）を設定して未登録道路を検出している途中で車両のエンジンが停
止された場合について言及されていないが、この実施の形態１０に係るナビゲーション装
置は、不揮発メモリ（図示は省略する）を備え、所定時間が経過する毎に、または所定距
離を移動する毎に、未登録道路検出に関する諸データを測位手段４１により算出された測
位データおよび道路照合手段４２により算出された照合結果データと合わせて不揮発メモ
リに記憶する。そして、エンジンオン直後に、不揮発メモリに未登録道路の検出中を示す
データが記録されていた場合に、エンジンオン後にＧＰＳ受信機１で受信された車両位置
がエンジンオフ前の車両位置の所定範囲内にあれば、未登録道路検出の再開に支障がない
と判断されて、未登録道路検出が再開される。また、エンジンオン後にＧＰＳ受信機１で
受信された車両位置がエンジンオフ前の車両位置の所定範囲外にあれば、エンジンオフ中
に車両がフェリーなどで移動され、未登録道路検出の再開に支障があると判断されて、未
登録道路検出は中止される。
【００７４】
　この実施の形態１０に係るナビゲーション装置によれば、エンジンのオフ／オンがなさ
れても継続して未登録道路を検出できるので、例えば数十ｋｍ以上に及ぶ長さの道路が道
路地図データに未登録であっても道路データとして生成できる。
【００７５】
実施の形態１１．
　この実施の形態１１に係るナビゲーション装置は、検出手段４５の動作が実施の形態１
に係るナビゲーション装置と異なる。この実施の形態１１に係るナビゲーション装置の構
成は、上述した実施の形態１に係るナビゲーション装置の構成と同じである。以下では、
検出手段４５で行われる未登録道路検出処理の詳細を、図１９に示す説明図ならびに図２
０および図２１に示すフローチャートを参照しながら説明する。
【００７６】
　図１９は、未登録道路区間（Ｄ－Ｐ点）がコースの途中に存在する道路（Ａ－Ｄ－Ｐ－
Ｓ点）を直進走行した際に、道路照合手段４２により同定された車両の位置の遷移（Ａ－
Ｄ－Ｅ－Ｆ－Ｈ－Ｉ－Ｊ－Ｋ－Ｌ－Ｎ－Ｏ－Ｑ－Ｒ－Ｓ）を示す図である。Ａ点でナビゲ
ーション装置の電源がオンにされ、現在位置はＳ点である。登録道路上のＡ－Ｄ、Ｉ－Ｊ
、Ｏ－ＱおよびＲ－Ｓの各区間は照合結果データがマッチング状態を示しており、Ｄ－Ｈ
およびＪ－Ｎの各区間は照合結果データがフリー状態を示している。登録道路上のＢ－Ｃ
およびＰ－Ｒの各区間は、道路照合手段４２により車両の現在位置の候補が存在すると判
断された区間である。また、図中の点線は、測位手段４１により得られた走行軌跡である
。
【００７７】
　未登録道路検出処理では、まず、上述した実施の形態１のステップＳＴ４０７と同様に
して、走行軌跡が生成される（ステップＳＴ５０１）。次いで、道路照合手段４２から出
力される照合結果データがマッチング状態を示しているかどうかが調べられる（ステップ
ＳＴ５０２）。このステップＳＴ５０２において、照合結果データがマッチング状態を示
していないことが判断されると、車両が登録道路から逸脱したことを確定する逸脱確定処
理（ステップＳＴ５１１～ＳＴ５１５）が行われる。この逸脱確定処理の詳細は後述する
。
【００７８】
　一方、ステップＳＴ５０２において、照合結果データがマッチング状態を示しているこ
とが判断されると、マッチング距離の加算およびフリー距離のクリアが行われる（ステッ
プＳＴ５０３）。すなわち、マッチング状態が継続している距離を表すマッチング距離に
、測位手段４１からの測位データに基づいて算出された値が加算されるとともに、フリー
状態が継続している距離を表すフリー距離がゼロに設定される。
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【００７９】
　次いで、未登録道路検出フラグがクリアされているかどうかが調べられる（ステップＳ
Ｔ５０４）。このステップＳＴ５０４において、未登録道路検出フラグがクリアされてい
ることが判断されると、登録道路を走行してきた旨が認識され、登録道路から車両が逸脱
した可能性を判断する逸脱判断処理（ステップＳＴ５０５～ＳＴ５１０）が行われる。こ
の逸脱判断処理の詳細は後述する。
【００８０】
　一方、ステップＳＴ５０４において、未登録道路検出フラグがクリアされていないこと
が判断されると、未登録道路を走行してきた旨が認識され、車両が登録道路に復帰した可
能性を判断し、道路逸脱地点および道路復帰地点の特定および未登録道路区間の座標計算
などを行う復帰判断処理（ステップＳＴ５１６～ＳＴ５２７）が行われる。この復帰判断
処理の詳細は後述する。
【００８１】
（１）逸脱判断処理
　逸脱判断処理では、まず、上述した実施の形態１のステップＳＴ４０２と同様にして、
道路逸脱判断が行われる（ステップＳＴ５０５）。次いで、ステップＳＴ５０５における
判断結果に基づいて、道路逸脱の可能性があるかどうかが調べられる（ステップＳＴ５０
６）。このステップＳＴ５０６において、道路逸脱の可能性があることが判断されると、
道路逸脱候補地点を追加する処理が行われる（ステップＳＴ５０７）。すなわち、登録道
路上の車両の現在位置が道路逸脱候補地点として記録される。一方、ステップＳＴ５０６
において、道路逸脱の可能性がないことが判断されると、ステップＳＴ５０７の処理はス
キップされる。
【００８２】
　次いで、道路逸脱候補地点設定後の移動距離の加算が行われる（ステップＳＴ５０８）
。すなわち、記録された複数の道路逸脱候補地点毎に、記録後に、登録道路上で車両位置
が同定された距離を表す道路逸脱候補地点設定後の移動距離が、測位手段４１からの測位
データに基づき算出されて加算される。次いで、道路逸脱候補地点設定後の移動距離が所
定値Ｌ１より大きいかどうかが調べられる（ステップＳＴ５０９）。このステップＳＴ５
０９において、道路逸脱候補地点設定後の移動距離が所定値Ｌ１より大きくない、つまり
所定値Ｌ１以下であることが判断されると、未登録道路検出処理は終了する。
【００８３】
　一方、ステップＳＴ５０９において、道路逸脱候補地点設定後の移動距離が所定値Ｌ１
より大きいことが判断されると、記録された道路逸脱候補地点において道路逸脱はなかっ
た旨が認識され、その道路逸脱候補地点と関連情報とが削除される（ステップＳＴ５１０
）。例えば、図１９に示す例では、道路逸脱候補地点として、Ｃ点およびＤ点が順番に記
録されるが、Ｃ点については、Ｄ点を記録する前に道路逸脱候補地点設定後の移動距離が
所定値Ｌ１より大きくなったために、道路逸脱候補地点から削除される。その後、未登録
道路検出処理は終了する。
【００８４】
（２）逸脱確定処理
　逸脱確定処理では、まず、フリー距離の加算およびマッチング距離のクリアが行われる
（ステップＳＴ５１１）。すなわち、フリー距離が測位手段４１からの測位データに基づ
き算出されて加算されるとともに、マッチング距離がゼロに設定される。次いで、フリー
距離が所定値Ｌ２より大きいかどうかが調べられる（ステップＳＴ５１２）。このステッ
プＳＴ５１２において、フリー距離が所定値Ｌ２より大きくない、つまりフリー距離が所
定値Ｌ２以下であることが判断されると、未登録道路検出処理は終了する。
【００８５】
　一方、ステップＳＴ５１２において、フリー距離が所定値Ｌ２より大きいことが判断さ
れると、車両が登録道路から逸脱した旨が確定され、未登録道路検出フラグがセットされ
る（ステップＳＴ５１３）。次いで、道路逸脱候補地点が未設定であるかどうかが調べら
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れる（ステップＳＴ５１４）。すなわち、道路逸脱候補地点の記録数を確認することによ
り未記録であるかどうかが調べられる。このステップＳＴ５１４において、道路逸脱候補
地点が未設定でないことが判断されると、未登録道路検出処理は終了する。
【００８６】
　一方、ステップＳＴ５１４において、道路逸脱候補地点が未設定であることが判断され
ると、道路逸脱候補地点が追加される（ステップＳＴ５１５）。すなわち、車両の現在位
置からフリー距離分だけ後方に遡った走行軌跡の座標が探索され、その座標が道路逸脱候
補地点として記録される。例えば、図１９に示す例では、フリー距離が所定値Ｌ２より大
きくなるＦ点の前方で車両が登録道路から逸脱したことが確定される。その後、未登録道
路検出処理は終了する。
【００８７】
（３）復帰判断処理
　復帰判断処理では、まず、上述した実施の形態１のステップＳＴ４０８と同様の方法を
用いて、道路復帰判断が行われる（ステップＳＴ５１６）。この処理では、道路照合手段
４２は、登録道路上に車両の現在位置の候補を所定距離以上継続して設定できた場合に道
路復帰の可能性があると判断する。次いで、ステップＳＴ５１６における判断結果に基づ
き、道路復帰の可能性があるかどうかが調べられる（ステップＳＴ５１７）。このステッ
プＳＴ５１７において、道路復帰の可能性があることが判断されると、道路復帰候補地点
が追加される（ステップＳＴ５１８）。すなわち、登録道路上の車両の現在位置が道路復
帰候補地点として追加的に記録される。一方、ステップＳＴ５１７において、道路復帰の
可能性がないことが判断されると、ステップＳＴ５１８の処理はスキップされる。
【００８８】
　次いで、マッチング距離が所定値Ｌ３以上であるかどうかが調べられる（ステップＳＴ
５１９）。このステップＳＴ５１９において、マッチング距離が所定値Ｌ３以上でない、
つまりマッチング距離が所定値Ｌ３未満であることが判断されると、車両が登録道路に未
だ復帰していないことが認識され、未登録道路検出処理は終了する。
【００８９】
　一方、ステップＳＴ５１９において、マッチング距離が所定値Ｌ３以上であることが判
断されると、車両が登録道路に復帰している旨が認識され、ステップＳＴ５２０からステ
ップＳＴ５２７の処理が実行される。例えば、図１９に示す例では、道路復帰候補地点と
して、Ｇ点、Ｍ点およびＰ点が記録され、マッチング距離が所定値Ｌ３より大きくなるＳ
点で車両が登録道路に復帰した旨が確定される。
【００９０】
　ステップＳＴ５２０においては、道路復帰候補地点が未設定であるかどうかが調べられ
る。すなわち、道路復帰候補地点の記録数を確認することにより未記録であるかどうかが
調べられる。このステップＳＴ５２０において、道路復帰候補地点が未設定であることが
判断されると、道路復帰候補地点が追加される（ステップＳＴ５２１）。すなわち、車両
の現在位置からマッチング距離分だけ後方に遡った走行軌跡の座標（特に、測位データと
セットで記憶されている登録道路上の車両の現在位置）が探索され、その座標が道路逸脱
候補地点として記録される。ステップＳＴ５２０において、道路復帰候補地点が未設定で
ないことが判断されると、ステップＳＴ５２１の処理はスキップされる。
【００９１】
　次いで、道路逸脱候補地点と道路復帰候補地点との組み合わせが選択される（ステップ
ＳＴ５２２）。すなわち、道路逸脱候補地点と道路復帰候補地点の全ての組合せにおいて
、道路逸脱候補地点および道路復帰候補地点の座標に対応する走行軌跡部分の両端が重な
るように、上述した実施の形態１と同様のアフィン変換が行われ、アフィン変換による座
標変換量、具体的には座標移動量、伸縮係数および回転角が計算される。そして、アフィ
ン変換による座標変換量が最小になる道路逸脱候補地点と道路復帰候補地点との組合せが
選択される。
【００９２】
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　次いで、座標変換量が許容範囲内であるかどうかが調べられる（ステップＳＴ５２３）
。このステップＳＴ５２３において、座標変換量が許容範囲内であることが判断されると
、未登録道路区間を特定できた旨が認識され、上述した実施の形態１のステップＳＴ４１
４と同様の方法で、未登録道路座標計算が行われる（ステップＳＴ５２４）。すなわち、
特定した未登録道路区間に繋がるように座標変換された走行軌跡から道路データが生成さ
れる。一方、ステップＳＴ５２３において、座標変換量が許容範囲内でないことが判断さ
れると、未登録道路区間を特定できなかった旨が認識され、ステップＳＴ５２４の処理は
スキップされる。
【００９３】
　次いで、次の未登録道路を検出できる状態に設定するために、走行軌跡の初期化が行わ
れ（ステップＳＴ５２５）、未登録道路検出フラグがクリアされ（ステップＳＴ５１６）
、さらに、道路逸脱候補地点および道路復帰候補地点が初期化される（ステップＳＴ５２
７）。その後、未登録道路検出処理は終了する。例えば、図１９に示す例では、Ｄ－Ｇ区
間、Ｄ－Ｍ区間およびＤ－Ｐ区間にそれぞれ対応する走行軌跡部分を座標変換して得られ
た量が比較されるが、未登録道路区間として、Ｄ－Ｐ区間が選択される。
【００９４】
　以上説明したように、この実施の形態１１に係るナビゲーション装置によれば、道路逸
脱および道路復帰の可能性がある地点を道路逸脱候補地点および道路復帰候補地点として
それぞれ記録しておき、未登録道路区間を走行した後に、登録道路上で所定距離以上マッ
チング状態にある場合に、道路逸脱候補地点と道路復帰候補地点とのすべての組合せの中
から、対応する走行軌跡が所定の範囲内で座標変換され、かつ座標変換された量が最小と
なる道路逸脱候補地点と道路復帰候補地点の組合せを未登録道路区間と判断するように構
成したので、未登録道路の検出に成功する確率をより向上させることができる。
【００９５】
　なお、この実施の形態１１に係るナビゲーション装置において、道路逸脱候補地点と道
路復帰候補地点のすべての組合せに対応する走行軌跡部分の中に、座標変換における走行
軌跡の座標移動量、伸縮係数および回転角の変換量によって表される座標変換量が、道路
データの座標精度、車両の現在位置の精度、およびセンサの補正精度から推定される所定
の範囲内において最小となって登録道路との整合性が最も高いと判断される複数の走行軌
跡部分を含む場合には、照合結果データがマッチング状態を継続して表している距離がよ
り長い道路逸脱候補地点および道路復帰候補地点を道路逸脱地点および道路復帰地点とそ
れぞれ決定するように構成することができる。この場合、道路逸脱候補地点と道路復帰候
補地点の組合せを１つだけ選択することが可能となり、この選択した道路逸脱候補地点と
道路復帰候補地点との組み合わせに基づいて作成した未登録道路区間の座標の信頼性を向
上させることができる。
【００９６】
実施の形態１２．
　この実施の形態１２に係るナビゲーション装置は、道路照合手段４２および検出手段４
５の機能が実施の形態１に係るナビゲーション装置のそれらと異なる。以下では、道路照
合手段４２および検出手段４５で行われる処理の詳細を、図２２に示す説明図を参照しな
がら説明する。
【００９７】
　道路照合手段４２は、測位手段４１から測位データとして自車位置および自車方位が得
られた場合に、次の条件にしたがって同定状態（マッチング状態またはフリー状態）を判
断し、該判断の結果を照合結果データとして出力する。すなわち、道路照合手段４２は、
自車位置からの距離が規定距離以下であって、かつ自車方位との角度差が規定角度以下で
ある自車候補位置が１個以上存在する場合、同定状態はマッチング状態と判断し、そうで
ない場合は、同定状態はフリー状態と判断する。ただし、自車が右左折などにより大きく
回転しているとみなすことができる場合、例えば、最新の自車方位と直前の自車方位との
角度差が規定角度以上の場合は、角度差に関する判定を行わないように構成することがで
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きる。この場合、角度差が大きくても近くに道路リンクが存在すれば同定状態はマッチン
グ状態と判断される。ただし、一方通行などの自車候補位置の属性を同定状態を判定する
際に考慮するように構成することができる。この場合、距離および角度に関する前記条件
を満たしていても、通行禁止の属性が設定されている自車候補位置しか自車候補位置とし
て存在しない場合、同定状態はフリー状態と判断される。
【００９８】
　また、道路照合手段４２は、同定状態がマッチング状態であると判断した場合は、測位
手段４１で算出された自車位置および自車方位とともに、マッチング状態であると判断し
た場合の条件に合致する車両の存在候補位置（１個以上）を候補位置データとして検出手
段４５に送る。
【００９９】
　図２２（ａ）は、車両の走行軌跡（車両の現在位置の連続）と登録道路上における車両
の存在候補位置との関係を示す図であり、図２２（ｂ）は、各時刻における測位データの
まとまりである走行軌跡データ、照合結果データ、候補位置データおよび後述する接続関
係データの関係を示している。
【０１００】
　検出手段４５は、測位手段４１からの測位データと、道路照合手段４２からの照合結果
データおよび候補位置データを参照することにより、測位データによって示される自車位
置と登録道路上の車両の存在候補位置との距離に応じて登録道路上に未登録道路の検出開
始地点および検出終了地点を設定する。この場合、例えば、測位データによって示される
自車位置に最も近い、登録道路上の車両の存在候補位置を検出開始地点または検出終了地
点として選択することができる。
【０１０１】
　この構成によれば、検出開始地点および検出終了地点の設定精度を向上させることがで
きる。また、検出開始地点および検出終了地点の設定のために、改めて道路地図データ記
憶手段４３に記憶されている道路データを参照する必要がないので、演算量、メモリ消費
量を抑えることができる。
【０１０２】
　また、道路照合手段４２は、車両の存在候補位置を表す候補位置データとともに、車両
の存在候補位置が存在する道路の属性を検出手段４５に送るように構成することができる
。この場合、検出手段４５は、道路照合手段４２からの照合結果データ、候補位置データ
および属性を参照することにより、登録道路上に未登録道路の検出開始地点および検出終
了地点を設定する際に、属性を考慮して登録道路上の車両の存在候補位置を検出開始地点
または検出終了地点として選択する。例えば、未登録道路が接続しやすい属性をあらかじ
め設定しておき、その属性を持つ登録道路上の車両の存在位置を他の属性の登録道路上の
車両の存在位置よりも優先して検出開始地点または検出終了地点として選択する。これに
より、検出開始地点および検出終了地点の設定精度が向上させることができる。
【０１０３】
　また、道路照合手段４２は、現在の時刻における車両の存在候補位置とともに、その車
両の存在候補位置と直前またはさらにその前の時刻における自車位置に対応する車両の存
在候補位置とが接続されているかどうかを判定し、判定結果を接続関係データとして検出
手段４５に送るように構成することもできる。この接続されているかどうかの判定におい
ては、道路ネットワークとして接続されているかどうかだけでなく、走行軌跡データと矛
盾しないように、所定距離の範囲内で接続されているかどうかを判定するように構成する
ことができる。
【０１０４】
　この場合、検出手段４５は、道路照合手段４２からの照合結果データ、候補位置データ
および接続関係データを参照することにより、登録道路上に未登録道路の検出開始地点お
よび検出終了地点を設定する際に、例えば、登録道路上の車両の存在候補位置の継続距離
を求め、接続が所定距離以上継続した登録道路上に未登録道路の検出開始地点および検出
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終了地点を設定する。これにより、登録道路と未登録道路の接続地点の設定精度を高める
ことができる。
【０１０５】
　図２３は、この実施の形態１２の変形例に係るナビゲーション装置の構成を示すブロッ
ク図である。このナビゲーション装置は、実施の形態１に係るナビゲーション装置に、入
力手段１０１が追加されるとともに、信号処理器４の中に未登録道路編集手段１００が追
加されて構成されている。
【０１０６】
　入力手段１０１は、ユーザが座標を入力するために使用される。この入力手段１０１か
ら入力された座標は、未登録道路編集手段１００に送られる。未登録道路編集手段１００
は、入力手段１０１から入力された座標を結ぶ未登録道路の座標を生成する。この未登録
道路編集手段１００で生成された座標は、道路データ生成手段４６、道路地図データ記憶
手段４３および表示制御手段４４に送られる。
【０１０７】
　この実施の形態１２の変形例に係るナビゲーション装置においては、未登録道路編集手
段１００は、検出手段４５から送られてくる走行軌跡データを表示制御手段４４および表
示手段５を介してユーザに提示し、ユーザが入力手段１０１を用いて入力した座標を結ぶ
未登録道路の座標を生成する。この生成された座標に基づき未登録道路の走行軌跡を生成
し、ユーザに提示する。これにより、ユーザは表示された走行軌跡と登録道路との関係を
目安にして、正確な座標を入力することができる。さらに、登録道路と未登録道路の接続
地点または未登録道路の通過地点の座標をユーザが正確に入力することにより、未登録道
路の座標の精度を向上させることができる。
【０１０８】
　ただし、この実施の形態１２の変形例に係るナビゲーション装置においては、未登録道
路編集手段１００は、検出手段４５から送られてくる走行軌跡データに加えて関連する候
補位置データを表示制御手段４４および表示手段５を介してユーザに提示し、ユーザが候
補位置データから選択することにより入力手段１０１を用いて入力した座標を結ぶ未登録
道路の座標を生成するように構成することができる。この場合、提示された登録道路上の
候補位置から選択することにより、正確な座標を入力することができる。さらに、登録道
路と未登録道路の接続地点または未登録道路の通過地点の座標をユーザが正確に入力する
ことにより、未登録道路の座標の精度を向上させることができる。
【符号の説明】
【０１０９】
　１　ＧＰＳ受信機、１ａ　ＧＰＳアンテナ（センサ）、２　角速度センサ（センサ）、
３　速度センサ（センサ）、４　信号処理器、５　表示手段、４１　測位手段、４２　道
路照合手段、４３　道路地図データ記憶手段、４４　表示制御手段、４５　検出手段、４
６　道路データ生成手段、１００　未登録道路編集手段、１０１　入力手段。
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